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Ⅰ 後期高齢者医療制度の運営 
 
 東京都内すべての区市町村で構成する『東京都後期高齢者医療広域連合』が

運営主体となる（高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高確法」という。）

第４８条）。 
 
 
 

Ⅱ 東京都後期高齢者医療広域連合と北区の事務分担 
 
  広域連合が行うこと 

被保険者の認定や保険料率の決定、医療の給付など制度の運営を行う。 
・ 被保険者の認定 
・ 保険給付 
・ 保険料率の決定 
・ 保険料の賦課 
・ 健診事業の実施（区市町村へ委託） 

 
  北区が行うこと 

住所変更や給付申請などの届出窓口となる。また、保険証の引渡しや

保険料の徴収なども行う。 
・ 保険料の徴収・納付相談 
・ 保険証の引渡し 
・ 各種申請の受付 
・ 転入などの加入や資格喪失の届出の受付 
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Ⅲ 被保険者 
 

 １ 被保険者 

  東京都内に住所を有する者は、７５歳到達日より、東京都後期高齢者医療

広域連合の被保険者となる。ただし、生活保護受給者等は除く（高確法第５

０、５１、５２条）。 
また、６５歳以上７４歳以下で一定の障害があると広域連合が認定した者

も、後期高齢者医療制度の被保険者となる（高確法第５０、５２条）。 
ただし、外国人は、住民登録をしており、3 月を超える在留資格があるこ

と等の加入要件がある。 

 

２ 被保険者数 

    （３月３１日現在） 

年度 被保険者数
    障害認定者 

（再掲） 

住所地特例者

※（再掲） ３割負担 １割負担 

２５年度  39,877 4,010 35,867 403 235

２６年度  40,447 4,083 36,364 321 257

２７年度 41,497 4,023 37,474 259 303

２８年度 42,531 4,285 38,246 215 355

２９年度 43,359 4,326 39,033 173 395

 

※被保険者が他の都道府県に転出しても、転出先が病院や特別養護老人ホーム等の介護

保険施設の場合、引き続き転出前の都道府県の広域連合の被保険者となる。病院や施

設の多い広域連合に財政負担が偏らないように設けられた制度。 
 

平成３０年 4 月 1 日～ 

国民健康保険で住所地特例の適用を受けて従前の住所地の国民健康保険の被保険者と

なっている者が、新たに後期高齢者医療制度に加入する場合、現行では住所地の後期

高齢者医療広域連合の被保険者に変わる。しかし、平成 30 年 4 月 1 日からは、引き

続き国民健康保険での住所地特例を引き継ぐ（高確法第 55 条の２）。 
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Ⅳ 給付状況 

１ 療養諸費                    単位（円） 

 一般 
（１割） 

現役並み所得者 
（３割） 

合計金額 

 現物給付 31,117,029,137 2,694,345,247 33,811,374,384

25 年度 現金支給 1,083,768,254 117,175,588 1,200,943,842

 医療給付費 32,200,797,391 2,811,520,835 35,012,318,226

 現物給付 32,179,337,893 2,944,702,461 35,124,040,354

26 年度 現金支給 1,047,862,317 161,230,808 1,209,093,125

 医療給付費 33,227,200,210 3,105,933,269 36,333,133,479

 現物給付 33,421,557,971 2,956,372,415 36,377,930,386

27 年度 現金支給 1,007,451,452 174,730,795 1,182,182,247

 医療給付費 34,429,009,423 3,131,103,210 37,560,112,633

 現物給付 33,938,666,778 2,929,313,951 36,867,980,729

28 年度 現金支給 982,906,412 169,907,786 1,152,814,198

 医療給付費 34,921,573,190 3,099,221,737 38,020,794,927

 現物給付 35,665,246,921 3,027,294,830 38,692,541,751

29 年度 現金支給 983,401,049 186,598,551 1,169,999,600

 医療給付費 36,648,647,970 3,213,893,381 39,862,541,351

 
参考 医療費の自己負担の割合「１割」の判定基準 

被保険者及び同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得がいずれも１４５万円未満
であれば１割となる。 
住民税課税所得が１４５万円以上でも、以下の条件を満たす場合は、申請により１割
となる。 
・被保険者１人世帯の場合：前年の収入額が３８３万円未満 
・被保険者１人世帯で、同じ世帯に７０歳以上７４歳の国保または健康保険などの加

入者がいる場合：その方と被保険者の前年の収入合計額が５２０万円未満 
・被保険者複数世帯の場合：前年の収入合計額が５２０万円未満 
 
＊障害認定を受けた昭和２０年１月２日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者

の場合、本人と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者との賦課のもととな
る所得金額の合計額が２１０万円以下であれば 1 割となる。 
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※ 24、26、28 年度に保険料改定 

 

 

２ 葬祭費 
 

葬祭費は、死亡した被保険者の葬儀を執行した者に対して支給する。 
（東京都北区後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱） 

（東京都北区後期高齢者医療被保険者葬祭給付金支給要綱） 

 
○ 葬祭費支給状況 

単価  ７０，０００円 
年度 支給件数 支給金額（千円） 

２５年度 ２，１０４ １４７，２８０ 
２６年度 ２，１９０ １５３，３００ 
２７年度 ２，１２０ １４８，４００ 
２８年度 ２，２５３ １５７，７１０ 
２９年度 ２，２８７ １６０，０９０ 

 

883,525 906,606 918,205 905,818 927,985 

838,965 839,556 856,005 843,991 853,302 

74,857 78,955 76,678 77,675 78,331 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

単位：円

一人当たり給付費（年間）

北区 東京都 北区の一人当たり保険料（参考）
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Ⅴ 保険料 
 

１ 保険料の決め方 

  東京都における均一保険料（年額） 
  東京都の保険料（限度額６２万円）＝ 均等割額 + 所得割額 
   

・均等割額は４３，３００円（平成３０年度及び３１年度） 
４２，４００円（平成２８年度及び２９年度） 
４２，２００円（平成２６年度及び２７年度） 
４０，１００円（平成２４年度及び２５年度） 

      ３７，８００円（平成２０年度～２３年度） 
・所得割額は、「賦課のもととなる所得金額」×所得割率で算出する。 

所得割率は８．８０％（平成３０年度及び３１年度） 
９．０７％（平成２８年度及び２９年度） 
８．９８％（平成２６年度及び２７年度） 
８．１９％（平成２４年度及び２５年度） 
７．１８％（平成２２年度及び２３年度） 
６．５６％（平成２０年度及び２１年度） 

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに 
株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額３３万円を控除した額を 
いう（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない）。 

 

２ 保険料軽減措置 

① 均等割額の軽減 
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額 
等を合計した額」をもとに均等割額を軽減している。 （平成３０年度） 
  総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

３３万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円以下 
（その他の所得がない） 

９割

３３万円以下で９割軽減の基準に該当しない ８．５割

３３万円＋（２７.５万円×被保険者の数）以下 ★ ５割

３３万円＋（５０万円×被保険者の数）以下 ★★ ２割

※６５歳以上（１月１日時点）の方の公的年金等については、その所得からさらに 
高齢者特別控除１５万円を差し引いた額で判定する。 
★  平成２９年度は「３３万円＋（２７万円×被保険者の数）以下」 

★★ 平成２９年度は「３３万円＋（４９万円×被保険者の数）以下」 
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特別徴収

69.7%

口座振替

18.5%

納付書

11.8%

２９年度 納付方法別割合

特別徴収

口座振替

納付書

② 所得割額の軽減 
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減 
する。                      （平成３０年度） 
 賦課のもととなる所得金額 軽減割合 

①  １５万円以下 ５０% (２９年度は７０％)

②  ２０万円以下 ２５% (２９年度は４５％)

③  ５８万円以下 なし (２９年度は２０％)
①②は都広域連合の独自の軽減措置を上乗せした軽減割合 

※所得割額の軽減特例については、平成 30 年度以降、廃止。 
③ 被扶養者だった方の軽減 

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など

（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方の均等割額は５割軽減し、

所得割額は賦課しない。 
（平成２９年度は均等割額７割軽減、所得割額は賦課せず。） 

３ 保険料の納付方法 

  保険料は、原則として介護保険料と同じ年金からの引き落としとなる（特

別徴収）。その年金額が年額１８万円未満の者や、介護保険料と後期高齢者医

療保険料の合算額が年金受給額の２分の１を超える者などは、納付書や口座

振替により納付する（普通徴収）。 
年金からの差し引き（特別徴収）は、被保険者からの申出により口座振替（普

通徴収）に変更できる。 
 

納付方法別人数               （ 終納期時点） 

年度 特別徴収 普通徴収
    

合計 
口座振替 納付書

２５年度 31,294 10,537 5,534 5,003 41,831 

２６年度 28,713 11,184 6,490 4,694 39,897 

２７年度 29,042 12,346 7,324 5,022 41,388 

２８年度 29,891 12,416 7,443 4,973 42,307 

２９年度 32,093 13,948 8,504 5,444 46,041 
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４ 保険料収納状況 

後期高齢者医療保険料調定額及び収納額の状況 
 
２５年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％)

現   年 3,006,685,200 2,980,873,800 － 8,525,400 34,336,800 98.86 

滞納繰越 51,060,250 25,124,300 8,694,500 112,300 17,353,750 48.99 

合   計 3,057,745,450 3,005,998,100 8,694,500 8,637,700 51,690,550 98.03 

        

２６年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％)

現   年 3,211,539,300 3,185,716,100 － 9,059,000 34,882,200 98.91 

滞納繰越 51,399,550 27,184,500 9,763,150 141,200 14,593,100 52.61 

合   計 3,262,938,850 3,212,900,600 9,763,150 9,200,200 49,475,300 98.18 

   
２７年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％)

現   年 3,179,682,400 3,151,950,400 － 8,372,700 36,104,700 98.86 

滞納繰越 49,475,300 22,333,200 9,387,000 213,900 17,969,000 44.71 

合   計 3,229,157,700 3,174,283,600 9,387,000 8,586,600 54,073,700 98.03 

 
２８年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％)

現   年 3,316,950,200 3,283,736,500 371,100 9,947,100 42,789,700 98.70 

滞納繰越 53,839,200 22,338,000 12,958,600 47,300 18,589,900 41.40 

合   計 3,370,789,400 3,306,074,500 13,329,700 9,994,400 61,379,600 97.78 

 
２９年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％)

現   年 3,425,969,200 3,395,088,000 368,300 12,077,700 42,590,600 98.75 

滞納繰越 61,215,300 27,637,000 12,127,900 82,600 21,533,000 45.01 

合   計 3,487,184,500 3,422,725,000 12,496,200 12,160,300 64,123,600 97.80 

※ 収納率＝（収入済額－還付未済額）／調定額 

５ 保険料の減免 
 

年 度 減額（円） 免除（円） 合計（円） 人数 

25 年度 0 597,000 597,000 8 

26 年度 0 615,800 615,800 5 

27 年度 0 533,000 533,000 9 

28 年度 0 740,600 740,600 11 

29 年度 0 501,300 501,300 6 

※平成３０年１０月１日現在 
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＊平成 26、28 年度に保険料改定 
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Ⅵ 財政状況（平成２９年度） 
 ＜歳入＞  

科   目 （円） 

後期高齢者医療保険料 ３,４２２,７２５,０００

使用料及び手数料 ７,８００

繰入金 ４,５６９,６６８,００８

繰越金 ２０５,６２２,０６４

諸収入 ２６２,１３９,９２４

合   計 ８,４６０,１６２,７９６

   
 ＜歳出＞ 

  
 

    
    

 
 
 
 
 

歳入と歳出の差額、２１５,８１２,６０８円は翌年度繰越額となる。 
 

Ⅶ 後期高齢者健康診査 
保険者である東京都後期高齢者医療広域連合から委託を受け事業を行ってい

る。 
・長期入院者、施設入所者は施設の健診等で健康状態を把握できるため対象 

から除外される。 
 ・特定健診に準じた検査項目の健診を実施した（腹囲測定、眼底検査を除く）。 

 年度 対象者数 受診者数 受診率 

２５年度 ３８,４０３人 ２１,４０６人 ５５.７％ 

２６年度 ３８,６９６人 ２１,８２７人 ５６.４％ 

２７年度 ３９,４３７人 ２２,２３３人 ５６.４％ 

２８年度 ４０,５３９人 ２２,４７６人 ５５.４％ 

２９年度 ４１,５１０人 ２３,２１０人 ５５.９％ 

 

科     目 （円）

総務費 １２７,９５１,３２５

広域連合納付金 ７,４６０,０００,００４

保健事業費 ２８１,７１２,５０８

葬祭費 １６０,３０５,８７０

諸支出金 ２１４,３８０,４８１

予備費 ０

合    計 ８,２４４,３５０,１８８
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Ⅷ 趣旨普及 
 
後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、広域連合と連携し制度の趣旨

普及に努めた。 
 

１ 区報（北区ニュース）掲載 

掲載号 掲  載  内  容 

４月 １日
・平成 29 年度の保険料率 

・平成 29 年度の保険料の軽減措置 

４月２０日 ・平成 28 年度後期高齢者医療保険料の完納のお願い 

６月２０日
・口座振替のおすすめ 

・ペイジー口座振替受付サービス 

７月 １日 ・後期高齢者医療者制度の平成 29 年度の保険料が７月に決定します 

７月２０日

・後期高齢者医療被保険者証の更新 

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付（後期高齢者医療制度

の被保険者の方） 

８月 １日 ・国保と交通事故～国保（後期高齢者制度）で治療を受けるとき～ 

９月１０日
・ワンストップ納付相談 

・療養病床入院時の光熱水費の負担が 10 月から変わります 

１０月２０日
・口座振替のおすすめ 

・ペイジー口座振替受付サービス 

１１月 １日
・コンビニでも納付ができます 

・後期高齢者医療制度の被保険者へ医療費等通知書をお送りします 

１１月２０日 ・年末ワンストップ納付相談 

１２月２０日

・平成 29 年中にお支払いになった保険料額のお知らせ 

「保険料（口座振替済）のお知らせ」を 12 月下旬に発送します 

「保険料（特別徴収済）のお知らせ」を 1 月下旬に発送します 

１月２０日
・後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象になります 

・高額介護合算制度 

３月 １日
・後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか 

・ワンストップ納付相談 

３月２０日 ・入院時の食事代と居住費が４月から変わります 
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